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20
歳
以
上
60
歳
未
満
で
日
本
に
住
ん

で
い
る
人
は
、国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。国
民
年

金
の
加
入
種
別
は
次
の
3
つ
に
分
か
れ

て
い
ま
す
。

第
1
号
被
保
険
者

　

自
営
業
者
、学
生
、フ
リ
ー
タ
ー
の
方

な
ど（
第
2
号
・
第
3
号
被
保
険
者
以
外

の
方
）

第
2
号
被
保
険
者

　

会
社
員
、公
務
員
な
ど
厚
生
年
金
や
共

済
組
合
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

第
3
号
被
保
険
者

　

第
2
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い

る
配
偶
者
の
方

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
妻

　

健
康
保
険
被
保
険
者
の
被
扶
養
配
偶

者
の
方
は
、届
出
を
す
る
こ
と
に
よ
り
国

民
年
金
の
第
3
号
被
保
険
者（
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
の
妻
な
ど
、第
２
号
被
保
険
者
に
扶

養
さ
れ
て
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

配
偶
者
の
方
）に
該
当
し
ま
す
。国
民
年

金
第
3
号
被
保
険
者
に
該
当
す
る
と
、本

人
が
国
民
年
金
保
険
料
を
負
担
し
な
く

て
も
、そ
の
期
間
に
つ
い
て
は
保
険
料
納

付
済
期
間
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

第
3
号
被
保
険
者
と
な
っ
た
場
合
の
手

続
き

◆
配
偶
者
が
就
職
し
て
厚
生
年
金
・
共
済

　

組
合
加
入
者
に
な
っ
た
と
き

◆
結
婚
、収
入
減
、会
社
を
退
職
す
る
な

　

ど
し
て
配
偶
者
の
扶
養
に
な
っ
た
と

　

き
◆
配
偶
者
が
転
職
し
て
加
入
す
る
年
金

　

制
度
が
変
わ
っ
た
と
き

　

届
出
書
に
年
金
手
帳
を
添
え
て
配
偶

者
の
勤
務
先
に
、第
３
号
被
保
険
者
の
届

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

第
３
号
被
保
険
者
の
住
所
や
氏
名
に
変

更
が
あ
っ
た
場
合
の
手
続
き

◆
住
所
を
変
更
し
た
場
合

　
「
国
民
年
金
被
保
険
者
住
所
変
更
届
」

　

を
配
偶
者
の
勤
務
先
に
提
出
し
て
く

　

だ
さ
い
。

◆
氏
名
を
変
更
し
た
場
合

　
「
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
関
係
届
」

　

を
配
偶
者
の
勤
務
先
に
提
出
し
て
く
だ

　

さ
い
。

第
３
号
被
保
険
者
で
な
く
な
っ
た
場
合

の
手
続
き

◆
配
偶
者
が
退
職（
失
業
）し
た
と
き

◆
離
婚
し
た
と
き

◆
配
偶
者
が
死
亡
し
た
と
き

◆
収
入
が
増
え
て
配
偶
者
か
ら
扶
養
さ

　

れ
な
く
な
っ
た
と
き

◆
第
2
号
被
保
険
者
で
あ
る
配
偶
者
に

　

老
齢
年
金
の
受
給
権
が
あ
り
、か
つ
65

　

歳
に
な
っ
た
と
き

　

上
記
の
場
合
、第
１
号
被
保
険
者
と
な

り
、自
分
で
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、各
庁
舎
市
民
課
に
、社

会
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
等
第
３
号
被

保
険
者
で
な
く
な
っ
た
日
の
わ
か
る
書

類
、印
鑑
、年
金
手
帳
を
お
持
ち
の
う
え
、

届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

届
出
を
さ
れ
ま
せ
ん
と
、万
一
病
気
や

け
が
な
ど
で
障
が
い
を
負
っ
て
し
ま
っ

た
場
合
や
お
年
寄
り
に
な
っ
た
時
に
、何

の
年
金
も
受
け
ら
れ
な
く
な
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、市
民
課
国
保
年
金
グ
ル
ー

プ（
☎（
40
）5
5
5
6
）ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

第
3
号
被
保
険
者
だ
っ
た
方
が
就
職
し

て
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
等
に
加
入
し

た
と
き

　

第
２
号
被
保
険
者
と
な
り
、保
険
料
は

給
料
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
の
で
、勤
務

先
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者
の
手
続
き
に
つ
い
て 

届
出
を
お
忘
れ
な
く
！
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